
 中国で初の開催となった気候変動国連

交渉会議である天津AWG会合が10月4

～9 日の日程で開催されている。この会

議は、年末にメキシコのカンクンで開催

される COP16 前の最後の特別作業部会

会合（AWG）となる。 

昨年のコペンハーゲン会議（COP15）
で 2013 年以降の包括合意に達すること
が出来なかった締約国は、特別作業部会
の開催を決め、今年も交渉を続けている。 
天津会合は、初日に気候変動枠組条約
事務局長や条約AWG議長が明確に発言
していたよう、カンクンのCOP16で全て
に合意するのは無理なので、「バランスの
とれた一連のCOP決議」を採択すること
にしよう、という方向性で動き始めてい
る。そして、包括的な法的合意は、その
翌年 2011 年の南アフリカにおける
COP17で、というわけだ。 

とはいえ、カンクンで合意する「バラ
ンスのとれた一連のCOP決議」を実現す
るには、そこに向かって現在の交渉のギ
アを入れ替えることが必要となる。その
ように交渉のモードが切り替わっていく
のかが天津会合の一つの焦点と言える。 

 

■カンクンの成果の要素を議長が提示 
気候変動枠組条約の下での長期的協力
の行動のための特別作業部会（条約
AWG）では、会合の開催前に70ページ
の交渉テキストを準備していた。そして、
その交渉テキストに基づき、「長期のビ

ジョン」「適応」「緩和」「資金・技術移
転・キャパシティ・ビルディング」の草
稿グループに分かれた議論が続いている。
（初日から非公開。不透明でがっかり） 

 6 日には、各グループの議論の経過が
報告された（これだけは公開！）。文章を
細かく議論したグループもあれば、あま
り進展がみられていないグループもある
ようだった。 

 そして、一通りの報告を受けた後、議
長は、非公式に各国と協議をしてきたこ
とを踏まえ、カンクンで合意すべき「一
連の決議」の要素を洗い出した1枚紙を
配布した（右参照）。いよいよ、カンクン・
パッケージの議論を始めよう、という議
長からの提案だと言えるが、内容は思っ
たよりシンプルな項目立てでしかない。 

 注目されたのは、これに対する各国の
反応だ。関係者の誰しもが、議長ペーパ
ーが不適切な方法で出回ったりして混乱
を招いたコペンハーゲンの嫌な思い出を
引きずっているためヒヤヒヤしたはずだ
が、意外にも、先進国、新興国、その他
途上国を含めほとんどの国が、カンクン
合意を目指そうとした議長のイニシアテ
ィチブを受け止め、評価した。（ボリビア
など一部のALBA諸国のみが、進め方に
ついて明確に異議を唱え、交渉テキスト
をベースに交渉すべきことを主張した。） 
 各国意見として多数の国が、法的拘束力
のある成果とすべきという意見を言った
ことは注目される。また、オーストラリア、

ニュージーランド、EU などは、緩和の
MRV・ICAをカンクン合意の要素に含むべ
きことを強調し、中国は、短期資金の明確
なガイドラインの必要性を説いた。途上国
の多くは、この条約の下の決議とともに、
京都議定書の第2約束期間に関する合意と
の2つのトラックであるべきという主張を
行った。米国は、ここまで行ってきている
作業がどれだけ無意味であるかを感情的
に強調し、コペンハーゲン合意に基づきな
がらカンクンのパッケージを検討すべき
という主張を行った。 

カンクンの成果として考えられる要素 
（議長が6日に配布） 

Ⅰ．長期ビジョン 
・地球規模の長期目標を含む長期ビジョン
・長期目標のレビュープロセスと目標達成
の進展 
Ⅱ．適応 
・適応枠組と実施のための制度設計 
・損失と損害への対応 
Ⅲ．緩和 
・先進国の排出削減目標 
・先進国の目標のMRV 
・途上国のNAMAとそれへの支援 
・途上国のNAMAのMRV 
・森林セクターの緩和への貢献の準備フェ
ーズの行動（REDD+） 
・農業セクターの作業プログラム 
・バンカー油の排出削減 
・市場の利用を含む様々なアプローチ 
・経済的・社会的対応措置 
Ⅳ．資金・技術移転・キャパビル 
・2010～12年の短期資金の報告 
・新基金の創設とその設計プロセス 
・気候変動資金の一貫性と調整の改善 
・長期資金の誘導 
・支援のMRV 
・技術メカニズムの創設、技術執行委員会
と、気候技術センターネットワーク 
・キャパシティ・ビルディング 
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中国・天津、地球温暖化交渉AWG会合 

～COP16の成果に向けた新たな動き ～ 
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平田仁子、大久保ゆり、松本志乃  

 今後の進め方については、引き続き議
長が各国とインフォーマルに協議をして
いくこととなったが、この1枚のペーパ
ーの発表で、何か合意を目指そうとした
空気に変わってきた感がある。 

 カンクンのパッケージの議論に入って
いくことが出来たら、それは一つの前進
だと言えるが、パッケージに何を入れ込
むのか、各国間に大きな開きがある中で、
残り3日でどう折り合いをつけて文書作
りに入っていくのかはまだ見えない。議
長のリードと各国の協力で、いいパッケ
ージづくりが進むことを期待したい。 

 

議定書AWGの交渉の状況 

京都議定書に参加する先進国の第2約
束期間の目標について議論する議定書
AWGは、4つのコンタクトグループ（1. 

削減目標、2. 吸収源や京都メカニズム、
対象ガス等その他の事項、3. 対応措置、
4. 法的な問題）を設置し、議長テキスト
を下に交渉を行っている。 

削減目標に関するコンタクトグループ
では、各国が発表した数値目標をどのよ
うに議定書上の削減数値抑制目標
（QERLOs）に変換するかという論点と、
目標を過剰達成したために次期約束期間

に繰り越す余剰排出割当量（AAUs）を
どう扱うかという論点について議論が行
われている。しかし先進国は、QELROs

の議論に踏み込むこと自体に消極的だ。
また、排出割当量（AAUs）の余剰分の
次期枠組みへの繰り越しに関しては、今
回、何らかの制限を設ける方法について、
各国の提案がペーパーにまとめられて、
議論が行われている。 

法的な問題を検討するコンタクトグル
ープは、議長が特定の法的事項について
検討する進め方を提案したが、中国、サ
ウジアラビア、ブラジルなどが、検討事
項には、議定書AWGのマンデートを超
えるものを含むと強く反対。先進国削減
目標の議論に集中するべきだと主張した。 
議長が議論しようとしたのは、議定書
のレビューや遵守制度、発効要件などの
改正案であり、議定書の重要な部分を変
える内容も含むため、途上国には受け入
れられないもののようだ。 

議定書の交渉は、多少新しい側面があ
るものの、実質的には、各国の意見は基
本的に繰り返しであり、足踏み状態を抜
けていない。 

 

■日中NGO気候変動対話 
5日、中国と日本のNGOは気候変動対

話会合を開催した。約30名が出席し、お

互いの活動の紹介、交渉の現状の共有、

それぞれの政府のポジションと NGO の

意見などを紹介し合い、協力し合える分

野について意見交換を行った。 

 現在、日中韓 NGO の低炭素地域づく

り連携のイニシアティブが動き始めてい

る。この秋には、韓国で気候変動をテー

マに2日間のNGOサミットも予定。 

 

◆天津は空気が悪い！？  
 天津は、さわやかな秋晴れが続くが、
たくさんの車が走り、空はいつもかすん
でいる。また、完成してまだ程ないとい
う広い会議場は、何か化学物質のにおい
がし、一部で体調不良を訴える人も。 

中も外も空気が悪くては、逃げる場所
もない。ここに来ると、きれいな空気の
ありがたみが良くわかる。 

カンクン会議へのパッケージ(eco 10/5抄訳) 
カンクンでの「十分な合意」が何なのか、まだわかっていない方もご心配なく。こ
こで明らかにして差し上げましょう。 

「十分な合意」とはたやすく達成できることだけを合意するというような妥協的な
ものを意味せず、いくつかの野心的な政治的核心を含み、信頼関係を築くことを意味
する。来年の交渉が、今年、昨年と同じような軌跡をたどらないようにするためにも
…。また「十分な合意」とは、何を目指して交渉をし（公平で、野心的で、法的拘束
力のある合意だ）、いつまでに（南アフリカ COP17 までに）、どうそこにたどりつく
かをはっきりさせることを意味する。CANのカンクン・パッケージの要点は次の通り。
・気温上昇を1.5℃未満に抑える長期ビジョンの合意。短期・長期の行動との関連
づけと、国際協力の基本原理の合意。 

・透明で地域的なバランスがとれたガバナンスを備えた新規の気候基金の創設と、
COPにおける政策、優先順位、参加資格等の決定。十分な規模と資金源を確保す
るプロセスへの合意。 

・機関、目標、原則を伴った適応枠組の創設と、損失と損害のメカニズムに合意
するマンデート。 

・技術執行委員会の設置と、測定可能な目標と計画に合意する権能の付与。 

・2020年までに天然森の伐採・劣化に関連する排出の完全阻止する合意と、それ
に見合う十分な財源の確保。 

・キャパシティ・ビルディングプログラムの実施 

・現在のプレッジと科学に基づく目標のギャップの認識と、それを埋める事の確
保。 

・1990年比 40％以上の削減目標と見合った各先進国の削減目標を COP17までに
決定する交渉マンデートへの合意。 

・各先進国のゼロ炭素化行動計画の2012年までの策定。 

・森林部門の削減を導き出すLULUCFのルール、排出削減や資金のダブルカウン
ティングを防ぐ市場メカニズムのルール、「ホットエア」の被害を最小に抑えるバ
ンキングのルールなど、抜け穴をふさぐ合意。 

・途上国の低炭素行動計画の制定と、NAMA支援とのマッチングメカニズムの創
設。MRV ガイドラインをCOP17で採択するSBIとSBSTAの作業マンデート。 

・COP16で、1.5℃未満に気温上昇を抑制するために必要な緩和に関する技術ペー
パーの委任と、そのための各国の努力分配を交渉するプロセスを策定。 

・南アフリカCOP17で、公平で、野心的で、法的拘束力のある（FAB）合意をす
るための、明確な マンデートの合意。京都議定書の第二約束期間もそこに含む。

 各分野での意味のある前進、法的拘束力のある最終合意のための合意、重要な分野
での作業計画、将来の交渉のための長期的なビジョンなどが、「バランスの取れたパ
ッケージ」を成功裏にもたらすであろう。 


